
コンプライアンス研修会を開催しました 

 

 

 最近よく耳にするコンプライアンスって…？ 

 

 そんな疑問を解決し、私たち職員に求められるコンプライアンス意識を高めるために、

居宅介護支援事業所さいせい管理者の中村一人ケアマネジャーに講義を行ってもらい

ました。 

 まず、コンプライアンスとは何か？直訳すると『法令遵守』であり、院内規定やマニ

ュアルを整え、更にリスクを回避していくためにどの様なルールを設定し運用していか

なければならないかということを、コンプライアンス違反によって起こる恐ろしい影響

を例に出しながらわかりやすく説明してくれました。 

 

 一度失ってしまった信頼を取り戻すことは容易ではありません。日本最大の社会福祉

法人『済生会』としても、地域の皆さんに対して責任ある活動を引き続き行っていきた

いと思います。 

 

 

 

 

平成 26 年 12 月 5 日（金）実施 


